
平成 21年 7月 17日 
 
お客様各位 
 

カ ネ ツ 商 事 株 式 会 社 
代表取締役社長 杉本 良隆 

 
弊社に対する行政処分についてのお詫びとお知らせ 

 

謹啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 

 この度弊社は、平成 21 年 1 月 14 日から実施されました農林水産省及び経済産業省に  
よる立入検査等の結果、下記の通り商品取引所法第 232 条第 1 項の規定に基づく業務改善
命令及び第 236条第 1項の規定に基づく商品取引受託業務の停止命令処分を受けました。 
このような事態を招きましたことを深く反省し、お客様をはじめ関係者の皆様には、  

多大なるご迷惑やご心配をお掛けしますことを深くお詫び申しあげます。 

弊社は、役職員一同、今般の行政処分を厳粛かつ真摯に受け止め、今後この様な事態が

発生することのない様、内部管理体制の見直し、更なる法令遵守の徹底に全社を挙げて  

取り組み、お客様の信頼回復に鋭意努めてまいりますので、今後とも変わらぬご指導、  

ご鞭撻を賜りますよう心からお願い申しあげます。 

謹白 

 

記 

Ⅰ．処分内容 

1．法第 236 条第 1項の規定に基づく処分 

商品取引受託業務の停止。ただし、次に掲げる場合を除く。 

（1）取引の決済を結了させる場合。 

（2）商品市場における取引の委託の取次ぎの委託を受ける商品取引員から委託者の  

計算による新規の取引を受託する場合。 

（3）外国の商品市場において先物取引の委託の取次ぎ等を引き受ける業務を営むこと  

について当該外国法令の規定による許可等を受けている者から、外国における 

顧客のためになす新規の取引の委託を受ける場合。 

平成 21 年 7 月 27 日から同年 7月 28 日(2 営業日) 

2.法第 232 条第 1項の規定に基づく業務改善命令 

平成 21 年 8 月 16 日までに、商品取引受託業務の運営の改善のため、以下の措置を   

講ずること。 



（1）今般の法令違反の行為の責任の所在を明確にすること。 

（2）役職員に対し法令遵守を徹底するとともに、商品取引事故等の処理及び外務員 

指導に関する内部管理体制の充実・強化を図り、不当な勧誘行為等の再発を防止

すること。 

（3）商品取引事故等の未報告について、このような事態が生ずることのないように   

法令を遵守した事故等の判断基準の策定等実効ある再発防止策を講ずること。 

（4）商品取引事故等の発生原因について調査分析するとともに、事故等に関与した   

役職員に対する適切な処分等指導・管理体制を早急に整備し、再発防止のための

措置を講ずること。 

Ⅱ．処分理由 

1.法第 236 条第 1項第 5号の規定に該当する事実 

（1）法第 214 条に規定する不当な勧誘等の禁止に関し、次の事実が認められたこと。 

ア.同条第 1号に該当する行為として、商品市場における取引につき、顧客に対し、

不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそ

れのあることを告げてその委託を勧誘していたものがあったこと。 

イ.同条第 6号に該当する行為として、商品市場における取引につき、顧客に対し、

迷惑を覚えさせるような仕方でその委託を勧誘していたこと。 

ウ.同条第 9号の規定に基づく施行規則第 103 条第 3号に該当する行為として、    

顧客の指示を受けないで、顧客の計算によるべきものとして取引をしていた  

ものがあったこと。 

エ.同条第 9号の規定に基づく施行規則第 103 条第 7号に該当する行為として、    

商品市場における取引の委託につき、転売又は買戻しにより決済を結了する旨

の意思を表示した顧客に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていたもの

があったこと。 

（2）顧客の知識、経験、財産の状況及び受託契約を締結する目的に照らして不適当と

認められる勧誘を行っていたものがあったこと。 

2.法第 232 条第 1項の規定に該当する事実 

（1）商品取引事故等について、主務大臣への報告が適切に行われていないなど、内部

管理体制の不備が認められたこと。 

（2）不当な勧誘等が多数認められ、営業部門における法令遵守の徹底が必要と認めら

れたこと。 

以上 


